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2デジタル変革時代の電波政策懇談会について

◼ 「新たな日常」の確立や経済活動の維持・発展に必要な社会全体のデジタル変革が今後いっそう進んでいくことが
見込まれる中、デジタル変革時代の電波政策上の課題並びに電波有効利用に向けた新たな目標設定及び実現
方策などについて検討することを目的に懇談会を開催。

◼ 令和２年11月から検討を開始し、令和３年８月に取りまとめ。
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デジタル変革時代の電波政策懇談会

１ 電波利用の将来像

２ デジタル変革時代の電波政策上の課題

３ デジタル変革時代の電波有効利用に向けた新たな目標設定及び実現方策

１ 電波の利用状況調査の在り方
２ 周波数の割当て方策
３ その他

１ 公共用周波数に関する電波の利用状況調査の効果的な実施
２ その他
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3デジタル変革時代の電波政策懇談会 報告書概要（抜粋）
第３章 デジタル変革時代の電波有効利用方策

◼ 特定基地局開設計画の認定の有効期間が終了した割当て済みの周波数について、例えば、電波の有効利用が

不十分であると認められる場合、競願が発生する場合などには、既存免許人の周波数の使用期限を設定し、比較

審査で周波数を再割当てする仕組みを導入することが必要。

◼ ただし、この仕組みを導入する目的は、公平に周波数獲得の「機会」（手を挙げる機会）を付与して対等に競争

する場を提供することであり、「結果の平等」まで求めるものではないことに留意。

周波数の再割当制度の導入

◼ 新たな認定開設者への周波数の移行期間については、個別の案件ごとに設定する必要があり、また、早期の移行

ニーズがあるのであれば、円滑な移行方法として終了促進措置を活用することが適当。

◼ 終了促進措置の協議が調わない場合には、電気通信紛争処理委員会にあっせん・仲裁を申請できる仕組みを

導入することが必要。

周波数の再割当ての結果、新たな認定開設者に周波数が移行する場合の移行期間及び円滑な移行方法
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5携帯電話事業者等への周波数割当て
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◼ 携帯電話の基地局など、同一の者が相当数開設する必要がある無線局については、「特定基地局」と位置付け、
総務大臣がその開設に関する指針（開設指針）を定める。

◼ 特定基地局を開設しようとする者は、開設計画（基地局の整備計画）を作成し審査を申請。総務大臣の認定
を受けた者は認定の有効期間中、排他的に免許申請が可能となる。

➢割当てに際しての当該周波数の使用条件等に関する方針
（＝募集要項）

➢以下のような事項が盛り込まれる
• 割当対象となる周波数の範囲
• 既存無線局による周波数使用期限、終了促進措置
• 開設計画認定の評価の基準

（エリア展開、技術の導入、周波数の経済的価値等） など

開設指針

答申 答申

➢事業者による基地局の整備計画
➢以下のような事項が盛り込まれる
• 開設する基地局数、開設時期、エリア
• 収支見込み・事業計画
• 特定基地局開設料 など

開設計画
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（参考）携帯電話等の周波数の割当状況（令和４年１月時点）

◼ 携帯電話等の電気通信業務用基地局が使用している周波数について、次の場合に再割当てができるようにする。

➢ 電波監理審議会による有効利用評価の結果が一定の基準を満たさないとき

➢ 競願の申出※を踏まえ、再割当審査の実施が必要と総務大臣が決定したとき

➢ 電波の公平かつ能率的な利用を確保するため、携帯電話周波数等の再編が必要と認めるとき

※ 競願の申出ができる制度を新設

※ 排他的に免許申請できる期間を「５年」から「10年」に延長する。

電波法の一部改正案 －携帯電話等の周波数の再割当制度－

開設計画の認定に基づい
て割り当てられた周波数
（認定期間終了）

開設計画の認定に基づい
て割り当てられた周波数
（認定期間中）

単位：MHz



7電波法の一部改正案 －再割当てに係る開設指針制定の流れ－

電波監理
審議会による
有効利用評価

開設指針制定の申出

申出人、既存免許人
に通知・公表

開設指針の制定の
必要があると判断

開設指針の制定の
必要がないと判断

電波監理審議会
に諮問

・指針制定の要否の決定

電波監理審議会
に諮問

・指針制定の要否の決定

電波の
利用状況調査

周波数の再編の必要があ
る場合

一定の基準に満たないとき
（指針を制定することができる）

申出人、既存免許人
に通知・公表

指針を制定しない
ことの決定

指針を制定する
ことの決定

（指針を制定す
ることができる）

（指針を制定すること
ができる）

既存免許人に意見聴取
（義務）

既存免許人に意見聴取
（義務）

電波監理審議会に開
設指針を制定しない旨

の報告

申出人、既存免許人に意見の
聴取（義務）

開設指針の制定要否の検討

電波監理審議会に諮問
・開設指針の制定

開設指針の制定

開設指針案の検討

①電波の有効利用の程度が一定の基準を
満たさないとき

③携帯電話周波数等
の再編

②競願の申出

・・・法改正事項

既存免許人・申出人に対し
報告の求め

既存免許人に及ぼす影
響の調査

開設指針の制定の
必要があると判断

開設指針の制定の
必要がないと判断



8電波法の一部改正案 －周波数の再割当てに係る再免許時の免許の有効期間の設定－

周波数の
使用期限

認定期間
（移行期間※＋10年）

※最大10年

新
た
な
認
定
開
設
者

既
存
免
許
人

再割当て
(認定日)

移行期間

無線局

免許 一斉再免許 一斉再免許

➢ 移行期間中は、再免許申請のみ
可能。

➢ 周波数の使用期限の直前に行う
再免許においては、免許の有効期
間を周波数の使用期限に合うよう
に設定。

※開設計画の認定の
有効期間終了後



9電波法の一部改正案 －携帯電話システム間の終了促進措置及びあっせん・仲裁の申請－

◼ 周波数の再割当てを行う場合において、周波数の円滑な移行を促進するため、新たに周波数の再割当てを受けた
事業者が、既存免許人の移行費用を負担する終了促進措置の活用を可能とする。

◼ 事業者間の終了促進措置の協議が調わない場合、電気通信紛争処理委員会にあっせん・仲裁の申請を可能と
する。

• 新たな事業者が既設基地局等を順次移行させながら、新たな基地局を整備し、
順次サービスを開始

• 新たな事業者が移行費用を負担することにより移行終了までに必要な期間を短縮

整備後、順次ｻｰﾋﾞｽ開始 サービス提供

事業者間協議・
順次移行

協議が調わない場合、電気通信紛争
処理委員会においてあっせん・仲裁を
申請できる仕組み。

サービス提供

移行 移行 移行
既設基地局等
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令和3年度（2021年度） 令和４年度（2022年度）

１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月

一次とりまとめ

➢ 「デジタル変革時代の電波政策懇談会」において周波数の再割当てに係る円滑な移行に関して更なる検討の深

掘りを行うことが必要とされた個別課題等について検討を行うため、同懇談会の「移動通信システム等制度ワーキ

ンググループ」の下で、本年３月より「携帯電話用周波数の再割当てに係る円滑な移行に関するタスクフォース」を

開催。

➢ 本年夏頃を目途に一次取りまとめ予定。

➢ 検討会は、技術、法律、会計等の関連分野の有識者から構成。携帯事業者がオブザーバーとして参加（適宜、

議論に加わる）。

➢ 具体的な検討を進めるにあたり、非開示情報も扱えるよう非公開にて事業者ヒアリング等を実施。適宜、 「移動通

信システム等制度ワーキンググループ」との合同開催とする他、節目において公開会合を開催。

タスクフォース
想定スケジュール

「携帯電話用周波数の再割当てに係る円滑な移行に関するタスクフォース」の設置
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●移行費用として考慮すべき事項の考え方

－考慮すべき事項の考え方（基地局等の改修、償却費用、過去の移行費用の扱い等）

－具体事例（いわゆるプラチナバンドでの基地局へのフィルタ挿入やレピータ交換）の必要性、対応規模

●移行費用を負担すべき者、負担する費用の範囲 等

（１）移行期間の設定のあり方

●移行期間を設定するにあたっての考え方および考慮すべき事項、課題

－課題としては、特に、基地局等の工事の対応、利用者関係の対応 等

●基地局等の工事の対応

－必要な工事について（基地局等の改修）

－工事リソースに関する課題

－工事リソースの円滑な確保方策

●利用者関係の対応

－端末やプランへの影響

－利用者への周知

（３）その他

●再編を前提とした設備の導入 等

－将来にわたって実施される周波数の再編を見据えた、再割当ての際の移行コストの低減や移行期間の
短縮を実現するための長期的な技術的課題 等

（２）移行費用と負担のあり方

本タスクフォースの主な検討事項


